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お知らせ 

農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀

保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、

第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するな

どの綱紀保持対策を実施しています。 

詳しくは、近畿中国森林管理局のホームページをご覧下さい。 

（https://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/kouki_hoji/index.html） 


